
 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  
 重点戦略

 

 

第 1節 重点戦略の考え方 

第 2節 重点戦略の具体的な内容 
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第１節  重点戦略の考え方 
 
  環境都市の実現に向け 2050 年までの段階的な状況を整理し，その中で，2020 年度（本  

計画前期期間）までに到達すべき状態に対し，高い効果が期待でき，優先的に取り組むべ 

き施策・事業を「重点戦略」として設定します。 

 

【重点戦略の位置づけ ＜イメージ＞ 】 

● 環境都市の姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●（ひと）市民の暮らしの視点では… 

みんなが“「もったいない」のこころ”を持って，自然

の恵みとエコで便利なライフスタイルを満喫しながら，健

康で快適に暮らせるまち 

●（まち）まちの空間の視点では… 

水と緑があふれる空間の中に，様々な機能をもった拠点

が形成され，誰もが目的にあわせて自由に活動，移動でき

る利便性の高いコンパクトなまち 

●（しくみ）暮らしや空間を支える仕組みの視点では… 

みんなが“「もったいない」のこころ”で自然・文化・

人・モノを大切にし，上手に活用する，環境にやさしい循

環の仕組みが，エコな暮らしや経済活動を支えているまち

施策体系における５つの分野 

人づくり 生活環境 自然環境 地球環境 廃棄物 

「ひと」，「まち」，「しくみ」の状態を実現するため，優先的に取り組むべきもの 

2020 年までに達成すべき状態の実現に資する取組 

2020 年（計画の中間年） 家庭・事業者等をターゲットとした展開（点的な取組・面につながる取組の推進）

■市民・事業者の主体的な実践行動

の拡大 

・「もったいない」のこころを育む環

境教育の積極的な推進 

・エネルギーを自給自足する災害に

強い住宅が普及 

・様々な形で３R（分別の徹底・衣

類等の再利用）が普及 など 

■環境負荷の少ない都市空間の形

成 

・エネルギーを街区レベルで合理的

に活用する地域が点在 

・公共交通のネットワーク化や交通

結節点の整備などによる公共交通

の利便性向上 など 

■地域特性を活かした取組の拡大 

・地域の環境資源を活用した施

策・取組やコミュニティ活動が活性

化 

・地域の拠点施設など市有施設での

低炭素化の推進など 

重点戦略 
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第２節  重点戦略の具体的な内容 
 
 

1 重点戦略の体系 

重点戦略は，“環境都市の姿”における，「ひと」，「まち」，「しくみ」の３つの

視点による施策事業について，前期計画期間（平成 32 年度）の中で優先的に進

めるべき分野横断的な６つの戦略として設定しました。 

 

 

 
 
 

 

● （ひと）市民の暮らしの視点では… 

みんなが“「もったいない」のこころ”を持って，自然の恵みとエコで便利なライフスタ

イルを満喫しながら，健康で快適に暮らせるまち 

 

重点戦略 1 「もったいない」のこころで行動する人づくり 

重点戦略 2 エコで便利なライフスタイルを生み出す行動促進 

 

● （まち）まちの空間の視点では… 

水と緑があふれる空間の中に，様々な機能をもった拠点が形成され，誰もが目的にあわせ

て自由に活動，移動できる利便性の高いコンパクトなまち 

 

重点戦略 3 自然と調和したコンパクトな地域づくり 

重点戦略 4 グリーンな交通システムの構築 

 

● （しくみ）暮らしや空間を支える仕組みの視点では… 

みんなが“「もったいない」のこころ”で自然・文化・人・モノを大切にし，上手に活用

する，環境にやさしい循環の仕組みが，エコな暮らしや経済活動を支えているまち 

 

重点戦略 5 環境と経済の連携による地域の環境資源を活かした産業や

取組の創出 

重点戦略 6 社会全体を先導する市の率先行動 
 

環境都市像 

みんなが「もったいない」のこころを持って行動し， 

自然の恵みとエコで便利なライフスタイルを満喫できるコンパクトシティ
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2 重点戦略 

 
重点戦略 1 「もったいない」のこころで行動する人づくり 

【戦略のねらい】 

環境配慮について考え，主体的に環境配慮行動を実践できる人材育成を行うと

ともに，活動の充実に資する情報発信の強化を図ります。 

 

① 活動の充実を図る環境学習の推進                  

■環境団体の育成，連携促進 

・もったいない運動市民会議や環境行動フォーラムなど各種ネットワーク組織

への活動支援 

■省エネ活動を促進する普及啓発の推進 

・民間企業等と連携した普及啓発の実施 

■もったいない運動を活用した普及啓発 

・もったいない運動の趣旨を取り入れた中高生向け出前講座の実施 

・もったいないフェア，コンクール，顕彰事業など普及啓発事業の実施 

■環境配慮行動に資する総合的な情報発信 

・携帯アプリ・ＳＮＳ等ＩＣＴを活用した情報発信の推進 

■環境学習センターを核とした環境学習の充実 

・教育機関と連携した環境教育の推進 

■生物多様性の理解に向けた普及啓発 

・環境学習センター等における環境学習機会の提供 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

環境学習センター開催 

講座等への参加者数（年）

１２，７２４人 

（Ｈ２６） 

１３，５００人 

（Ｈ３２） 
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② 主体的な実践活動の支援                      

■市民・事業者と連携したごみの発生抑制の推進 

・もったいない生ごみ減量化の推進 

■人づくり支援と情報の充実 

・省エネ等相談支援事業の実施 

■環境活動を担う次世代の人材育成 

・「こどもエコクラブ」の育成 

■自然とふれあえる環境づくりの推進 

・自然にふれあう機会の確保，提供 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

こどもエコクラブ会員数 

（累計） 

１，８７２人 

（Ｈ２６） 

３，０００人 

（Ｈ３２） 

 

                                      

【連携分野】 

・うつのみや産業振興ビジョン（Ｈ33 年度（2021 年度）まで） 

・地域教育推進計画（Ｈ29 年度（2017 年度）まで） 

・宇都宮地域情報化計画（Ｈ28 年度（2016 年度）まで） 

・食育推進計画（Ｈ28 年度（2016 年度）まで） 

・地域防災計画（H27 年度策定） 
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重点戦略 2 エコで便利なライフスタイルを生み出す行動促進 

【戦略のねらい】 

市民・事業者の環境配慮行動を定着させるため，「自立分散型エネルギー」など

を活用した住環境の改善を図る支援制度を展開するとともに，環境にやさしい行

動選択を促す仕組みを創出し，環境配慮型ライフスタイルの促進を図ります。 

 

① 「自立分散型エネルギー」によるエコな住環境形成の促進         

■省エネ・低炭素化住宅の普及促進（P54 コラム参照） 

■創エネ・蓄エネの導入促進 

・家庭における創エネ・蓄エネ導入支援制度の実施 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

太陽光発電設備導入 

世帯数（累計） 

１２，７１０世帯 

（Ｈ２６） 

１９，０００世帯 

（Ｈ３２） 

 

② 環境にやさしい行動選択の促進                    

■家庭におけるエコライフの促進 

・家庭版環境ＩＳＯ認定制度の推進 

■リユース品の利用促進 

・リユース品の利用促進 

・衣類再利用の推進 

■資源化の更なる推進 

・剪定枝の資源化推進 

 

   

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

家庭版 

環境ＩＳＯ認定制度 

認定家庭数 

２，６９１世帯 

（Ｈ２６） 

5，000 世帯 

（Ｈ３２） 

                                      

【連携分野】 

・一般廃棄物処理基本計画（2030 年度（H42 年度）まで） 

・住生活基本計画（2022 年度（Ｈ34 年度）まで） 
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重点戦略 3 自然と調和したコンパクトな地域づくり 

【戦略のねらい】 

中心市街地における低未利用地，既存施設を活用しながら，エネルギーが合理

的に活用される環境配慮型のまちづくりを推進します。また，郊外においては，

自然環境との共存を図りながら，緑豊かな居住環境の形成を推進します。 

 

① 環境負荷の少ない市街地形成の推進                 

■地域，街区等におけるエネルギーの合理的な利用の推進 

・駅東口地区整備事業におけるエネルギーの合理的な活用手法の検討 

・特定規模電気事業者（ＰＰＳ）等を活用した調達改善やエネルギー融通の推進 

・地域拠点や産業拠点におけるエネルギーの相互利用の推進 

■まちづくりに合わせた自然環境の保全の推進 

・生物多様性保全事業の情報共有 

■耕作放棄地や住宅跡地等の適正管理・有効活用の促進 

・空き家，空き地の安全対策の推進 

■都市拠点における緑化推進 

・中心市街地の緑化推進 

・自然にふれあう機会の確保，提供 

■効率的なごみ収集の推進 

・今後の社会環境の変化に対応した効率的･効果的なごみの収集運搬のあり方の 

検討 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

特定規模電気事業者 

（ＰＰＳ）等を活用した

市有施設数（累計） 

１０４施設 

（Ｈ２６） 

１1０施設 

（Ｈ３２） 
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② 生きものと共に生きる環境保全の推進                 

■動植物の生息・生育環境の保全 

・外来種に関する周知啓発 

・生きものの生息・生育環境の保全 

■農地や里山樹林地の保全と活用 

・郊外の山地や丘陵地などの森林の管理・保全 

・優良農地の確保・保全 

■耕作放棄地や住宅跡地等の適正管理・有効活用の促進 

・優良農地の確保・保全（再） 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

外来種の影響に関する 

認知度（年） 

－％ 

（Ｈ２７） 

８０％ 

（Ｈ３２） 

 

                                      

【連携分野】 

・ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン（Ｈ62 年度（2050 年度）まで） 

・食料・農業・農村基本計画（Ｈ35 年度（2023 年度）まで） 

・住生活基本計画（Ｈ34 年度（2022 年度）まで） 

・緑の基本計画（Ｈ34 年度（2022 年度）まで） 

・都市計画マスタープラン（Ｈ34 年度（2022 年度）まで） 

・うつのみや産業振興ビジョン（Ｈ33 年度（2021 年度）まで） 
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重点戦略 4 グリーンな交通システムの構築 

【戦略のねらい】 

一人ひとりが環境にやさしい移動について考え，自発的に取り組むための社会 

システムとして，公共交通や自転車の利用拡大，エコな自家用車の普及促進など

環境にやさしい交通システム（P55 コラム参照）の構築を図ります。 

 

① 公共交通の利用拡大の推進                    

■ＬＲＴの整備や公共交通網の再構築 

・ＩＣカード導入による利便性向上策の実施 

・ＬＲＴの整備 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

公共交通の 

年間利用者数（年） 

３２，８４９千人 

（Ｈ２６） 

４０，５８９千人 

（Ｈ２９） 

 

② 自動車による環境負荷の低減策の促進                 

■低炭素型モビリティの導入促進 

・蓄電機能を生かした電気自動車等の普及促進 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

電気自動車補助件数 

（累計） 

－ 件 

（Ｈ２６） 

４５０件 

（Ｈ３２） 
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③ 自転車の更なる利用拡大の推進                   

■自転車を利用しやすいまちづくりの推進 

・自転車を利用しやすい空間の確保 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

自転車走行空間の 

整備延長距離（累計）

１６．９km 

（H２６） 

３０．９km 

（H２９） 

 

                                      

【連携分野】 

・ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン（Ｈ62 年度（2050 年度）まで） 

・都市計画マスタープラン（Ｈ34 年度（2022 年度）まで） 

・自転車のまち推進計画（Ｈ32 年度（2020 年度）まで） 

・都市交通戦略（Ｈ30 年度（2018 年度）まで） 
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重点戦略 5 
環境と経済の連携による地域の環境資源を活かした

産業や取組の創出 

【戦略のねらい】 

将来に渡って，地域の持続可能性を高めるため，本市の環境技術や地域の環境

資源を活かし，各主体間の連携による地域の新たな産業の創出につながる取組を

支援します。 

 

① 環境技術を活用した産業創出に向けた取組の推進           

■地域エネルギー等の利活用による新たな産業の創出と地域の創再生に関する

取組の推進 

・大谷地域に賦存する冷熱エネルギーを活かした活性化策の実施 

・地域の再生可能エネルギー等を活用した環境負荷の低減とまちの活性化 

■革新的なエネルギーの利用に向けた検討 

・水素等の先端環境技術の活用に向けた調査研究 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

冷熱エネルギーを活用

した事業への参入者数

（累計） 

－ 

（H２６） 

３事業者 

（H３２） 
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② 地域の資源を活用した新たな取組の推進               

■地域の特性を活かしたバイオマスの有効活用（P56 コラム参照） 

・農林資源を活用したバイオマスの推進 

■地域内での資源循環利用の推進（P57 コラム参照） 

・拠点回収事業の拡充 

・新たな資源循環利用の推進 

■効果的・効率的なごみ処理体制の構築 

・廃棄物分野における災害対応策の検討 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

リサイクル率 

（年） 

１８．2％ 

（H２６） 

２２．9％ 

（H３2） 

 

                                      

【連携分野】 

・一般廃棄物処理基本計画（H42 年度（2030 年度）まで） 

・うつのみや産業振興ビジョン（Ｈ33 年度（2021 年度）まで） 

・地域教育推進計画（Ｈ29 年度（2017 年度）まで） 

・観光振興プラン（Ｈ29 年度（2017 年度）まで） 

・ブランド戦略指針（Ｈ29 年度（2017 年度）まで） 
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重点戦略 6 社会全体を先導する市の率先行動 

【戦略のねらい】 

市民，事業者，行政の三者が共通の認識を持って環境の創造・保全に取り組み，

市全体への環境配慮行動の波及を図るため，市が市民・事業者のモデルとなる率

先的な環境配慮行動を推進します。 

 

① 環境に配慮した実践行動の推進                   

■市役所業務における環境配慮活動の推進 

・エコオフィス活動の推進 

・省エネ機器・設備・エネルギー制御システム等の導入 

・特定規模電気事業者（ＰＰＳ）等を活用した調達改善やエネルギー融通の推進 

■市の率先した「もったいない運動」の推進 

・市の事務事業における「もったいない運動」の推進 

・グリーン調達推進方針に基づくグリーン購入の推進 

■気候変動への「適応」に関する普及啓発 

・気候変動への「適応」に対する理解促進に向けた情報発信 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

市有施設における 

ＣＯ２排出量（年） 

111,610ｔ－CO2 

（Ｈ２5） 

94,700ｔ－CO2 

（Ｈ３２） 
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② 「自立分散型エネルギー」の導入推進              

■創エネ・蓄エネを活用した市有施設の低炭素化の推進 

・地域防災拠点における創エネ・蓄エネ設備の導入推進 

 

基本指標 現状値（把握年度） 目標値（目標年度） 

地域防災拠点における

創エネ・蓄エネ設備導入件数

（累計） 

１２施設 

（H２６） 

２２施設 

（H３２） 

 

                                      

【連携分野】 

・上下水道基本計画改定計画（Ｈ29 年度（2017 年度）まで） 

・地域防災計画（Ｈ27 年度策定） 

・一般廃棄物処理基本計画（H42 年度（2030 年度）まで） 
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～コラム～ 

これからの住宅省エネルギー化のはなし 

1）どんなもの？ 

住宅の省エネルギー化（以下「省エネ化」）とは，冷暖房機器などを高効率なもの

へと更新するほか，壁や床，天井，屋根に断熱材を入れたり，断熱・気密性能の高

い窓などを用いることによって室内と室外との熱の出入りをできるだけ少なくする

など，エネルギーの消費量を削減（省エネルギー）することをいいます。 

2）どんな良いことがあるの？ 

住宅の省エネ化には，様々なメリットがあります。例えば，高効率な機器を導入

したり，住宅の断熱性・気密性を向上させ，冷暖房に費やすエネルギーコストが少

なくなることで，家計にやさしい住まいとなります。また，家の中の気温が均一に

なることで，ヒートショックのような急激な温度差がもたらす身体への悪影響が少

なくなるため，快適で健康にもやさしい住まいとなります。 

 

これまで，家庭における省エネ化には「我慢」を強いられることもあり，お年寄

りや小さな子どもが居住する家庭ではなかなか省エネ化が進みにくい状況でした。 

近年では，省エネ化を実現するための主な手段として，IT 技術を活用し住宅全体

の電力消費状況をリアルタイムに把握し，エネルギーの使用を総合的に管理するエ

ネルギーマネジメントシステム（HEMS）が開発されるなど，誰もが無理なく簡単

に省エネルギーに取り組めるようになってきています。 

また，こうした省エネルギー技術と太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入

を組み合わせることで，エネルギーの創出量と消費量を差し引きゼロとするエネル

ギーの完全な自給自足を実現した住宅 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

なども普及し始めており，住宅の省エネ化は日進月歩のスピードで進んでいます。 

 

  
HEMS のイメージ           ZEH の導入例 

出典）経済産業省 HP 
 

HEMS

EV

電気自動車

燃料電池

蓄電池

家電

太陽光発電
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～コラム～ 

宇都宮市が目指すグリーンな公共交通ネットワーク 

1）環境にやさしい乗り物とはどんなもの？ 

宇都宮市では，ＬＲＴ（ライトレールトランジット）をはじめとした公共交通機

関や，次世代自動車，自転車の利用など，環境にやさしいグリーン交通システムに

よる公共交通ネットワークの構築を目指しています。 

 

ＬＲＴとは，低床式車両の導入や軌道・電停の改良により，乗降の容易性，定時

性，速達性，快適性などを高めた次世代型の路面電車システムのことで，現在，JR

宇都宮駅から芳賀町にある工業団地までの区間を結ぶ整備計画が進行中です。 

 

次世代自動車とは，ハイブリッド車，電気自動車，燃料電池自動車などの環境に

やさしい自動車のことです。宇都宮市は自家用車の保有率が全国平均と比べても高

い状況であり，自動車から排出される温室効果ガスや大気汚染物質などへの対応が

課題となっていますが，こうした次世代自動車は乗り換えるだけで，走行時に CO2

や大気汚染物質の排出を少なくできる効果があります。さらに，電気自動車や燃料

電池自動車は，住宅に電気を供給する機能も有することから，災害時などに非常用

電源として活用できます。 

 

また，本市では，自転車の利用も推進しています。自転車は CO2 や大気汚染物

質を全く排出しない，究極のエコな乗り物といえます。また，日ごろから自転車を

利用することで健康増進にもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

2）宇都宮市が目指す公共交通ネットワークはどんなもの？ 

こうした環境にやさしい乗り物を上手に組み合わせ，つなぎ合わせる（ネットワ

ーク化）ことで，子どもからお年寄りまで誰もが快適に安心して移動できるように

なり，環境もやさしい「交通未来都市」を実現します。 

 
 

 

 

 

 

 

FCV
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～コラム～ 

地域資源の新たな活用（地域が主体となったまちづくり） 

1）どんな取組が進んでいるの？ 

宇都宮市では，大谷地域に広がる地域資源を活かした“まちの魅力向上”，“地域

の価値を向上”そして“地域資源を活用した環境にもやさしい産業創出“に取り組

んでいます。 

 

大谷地域は，宇都宮市の西部に位置し，大谷石の採掘が盛んな地域です。この大

谷地域の貴重な地域資源となっているのが大谷石採取場跡地内に賦存する冷熱エネ

ルギーです。 

 

広大な地下空間を野菜などの保存庫として活用するとともに，地下空間にたまっ

ている水を熱媒に活用し夏秋いちごを栽培するなど，地下空間に賦存する冷熱エネ

ルギーを活用する方法が確立され，大谷地域における事業と雇用の創出による地域

振興を図る取組が推進されています。 

 

2）今後はどうなるの？ 

こうした取組は，地域の特徴・特性を活かしたものであり，市域全体で行えるも

のではありませんが，大谷地域と同じように，それぞれの地域の持つ強みを活かし

た取組が広がることで，自立した活気のある地域形成に結びつき，宇都宮市全体の

活性化にもつながることとなります。 

 
  都市部や農村部における資源を中心とした連携の例 
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～コラム～ 

地域循環圏のはなし 

1）どんなもの？ 

限りある資源を大切に使うことにより「循環型社会」を形成していくためには，

地域の特性や循環資源の性質に応じて最適な規模の循環を形成することが重要で

す。 

「地域循環圏」とは，地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ，それが

困難なものについては，物質が循環する環を広域化させていこうとする考え方で，

廃棄物の適正処理を前提に，循環資源の種類ごとに地域の特性を踏まえて最適な範

囲で循環させる地域社会の構築を目指すものです。 

 

このような「地域循環圏」という考え方により，地域で循環させることのできる

資源のさらなる有効活用や廃棄物の量をさらに減らすための良い方法の構築，今ま

での環境活動の幅を広げて“地域づくり”も行えるような取組の実施へとつなげて

いくことが期待されています。 

 

 

地域循環圏構築のイメージ 
出典） 環境省「地域循環圏形成推進ガイドラインの概要」 

2）宇都宮市はどうするの？ 

本市にも様々な地域資源が存在しており，今後は地域

循環圏の考え方を取り入れながら身近に循環できる資

源などを創出，循環させ，新たな地域の活性化策として

様々な事業を展開していきます。 

 

 

 

                       市内における地域循環圏の例 


